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刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
刑
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
強
制
性
交
等
」
を
「
不
同
意
性
交
等
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
五
号
中
「
第
百
七
十
六
条
」
の
下
に
「
、
第
百
七
十
七
条
及
び
第
百
七
十
九
条
」
を
加
え
、
「
強
制
わ
い
せ

つ
、
強
制
性
交
等
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
及
び
準
強
制
性
交
等
」
を
「
不
同
意
わ
い
せ
つ
、
不
同
意
性
交
等
」
に
、
「
強
制
わ

い
せ
つ
等
致
死
傷
）
及
び
」
を
「
不
同
意
わ
い
せ
つ
等
致
死
傷
）
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
号
中
「
強
盗
・
強
制
性

交
等
」
を
「
強
盗
・
不
同
意
性
交
等
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
第
一
号
中
「
第
百
七
十
六
条
」
の
下
に
「
、
第
百
七
十
七
条
及
び
第
百
七
十
九
条
」
を
加
え
、
「
強
制
わ
い

せ
つ
、
強
制
性
交
等
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
及
び
準
強
制
性
交
等
」
を
「
不
同
意
わ
い
せ
つ
、
不
同
意
性
交
等
」
に
、
「
強
制

わ
い
せ
つ
等
致
死
傷
」
を
「
不
同
意
わ
い
せ
つ
等
致
死
傷
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
強
盗
・
強
制
性
交
等
」
を
「
強

盗
・
不
同
意
性
交
等
」
に
改
め
る
。

第
二
編
第
二
十
二
章
の
章
名
中
「
強
制
性
交
等
」
を
「
不
同
意
性
交
等
」
に
改
め
る
。
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第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
八
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
不
同
意
わ
い
せ
つ
）

第
百
七
十
六
条

次
に
掲
げ
る
行
為
又
は
事
由
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
又
は
事
由
に
よ
り
、
同
意
し
な
い
意
思
を
形

成
し
、
表
明
し
若
し
く
は
全
う
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
さ
せ
又
は
そ
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
乗
じ
て
、
わ
い
せ
つ
な

行
為
を
し
た
者
は
、
婚
姻
関
係
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
六
月
以
上
十
年
以
下
の
拘
禁
刑
に
処
す
る
。

一

暴
行
若
し
く
は
脅
迫
を
用
い
る
こ
と
又
は
そ
れ
ら
を
受
け
た
こ
と
。

二

心
身
の
障
害
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
又
は
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

三

ア
ル
コ
ー
ル
若
し
く
は
薬
物
を
摂
取
さ
せ
る
こ
と
又
は
そ
れ
ら
の
影
響
が
あ
る
こ
と
。

四

睡
眠
そ
の
他
の
意
識
が
明
瞭
で
な
い
状
態
に
さ
せ
る
こ
と
又
は
そ
の
状
態
に
あ
る
こ
と
。

五

同
意
し
な
い
意
思
を
形
成
し
、
表
明
し
又
は
全
う
す
る
い
と
ま
が
な
い
こ
と
。

六

予
想
と
異
な
る
事
態
に
直
面
さ
せ
て
恐
怖
さ
せ
、
若
し
く
は
驚
愕
さ
せ
る
こ
と
又
は
そ
の
事
態
に
直
面
し
て
恐
怖

が
く

し
、
若
し
く
は
驚
愕
し
て
い
る
こ
と
。

七

虐
待
に
起
因
す
る
心
理
的
反
応
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
又
は
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。
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八

経
済
的
又
は
社
会
的
関
係
上
の
地
位
に
基
づ
く
影
響
力
に
よ
っ
て
受
け
る
不
利
益
を
憂
慮
さ
せ
る
こ
と
又
は
そ
れ
を

憂
慮
し
て
い
る
こ
と
。

２

行
為
が
わ
い
せ
つ
な
も
の
で
は
な
い
と
の
誤
信
を
さ
せ
、
若
し
く
は
行
為
を
す
る
者
に
つ
い
て
人
違
い
を
さ
せ
、
又
は

そ
れ
ら
の
誤
信
若
し
く
は
人
違
い
を
し
て
い
る
こ
と
に
乗
じ
て
、
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
し
た
者
も
、
前
項
と
同
様
と
す

る
。

３

十
六
歳
未
満
の
者
に
対
し
、
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
し
た
者
（
当
該
十
六
歳
未
満
の
者
が
十
三
歳
以
上
で
あ
る
場
合
に
つ

い
て
は
、
そ
の
者
が
生
ま
れ
た
日
よ
り
五
年
以
上
前
の
日
に
生
ま
れ
た
者
に
限
る
。
）
も
、
第
一
項
と
同
様
と
す
る
。

（
不
同
意
性
交
等
）

第
百
七
十
七
条

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
又
は
事
由
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
又
は
事
由
に
よ
り
、
同
意
し

な
い
意
思
を
形
成
し
、
表
明
し
若
し
く
は
全
う
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
さ
せ
又
は
そ
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
乗
じ

て
、
性
交
、
肛
門
性
交
、
口
腔
性
交
又
は
膣
若
し
く
は
肛
門
に
身
体
の
一
部
（
陰
茎
を
除
く
。
）
若
し
く
は
物
を
挿
入
す

こ
う

く
う

ち
つ

る
行
為
で
あ
っ
て
わ
い
せ
つ
な
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
七
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
「
性
交
等
」
と
い
う
。
）
を

し
た
者
は
、
婚
姻
関
係
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
年
以
上
の
有
期
拘
禁
刑
に
処
す
る
。
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２

行
為
が
わ
い
せ
つ
な
も
の
で
は
な
い
と
の
誤
信
を
さ
せ
、
若
し
く
は
行
為
を
す
る
者
に
つ
い
て
人
違
い
を
さ
せ
、
又
は

そ
れ
ら
の
誤
信
若
し
く
は
人
違
い
を
し
て
い
る
こ
と
に
乗
じ
て
、
性
交
等
を
し
た
者
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

３

十
六
歳
未
満
の
者
に
対
し
、
性
交
等
を
し
た
者
（
当
該
十
六
歳
未
満
の
者
が
十
三
歳
以
上
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

そ
の
者
が
生
ま
れ
た
日
よ
り
五
年
以
上
前
の
日
に
生
ま
れ
た
者
に
限
る
。
）
も
、
第
一
項
と
同
様
と
す
る
。

第
百
七
十
八
条

削
除

第
百
七
十
九
条
第
一
項
中
「
第
百
七
十
六
条
」
を
「
第
百
七
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
七
十
七

条
」
を
「
第
百
七
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
条
中
「
か
ら
前
条
ま
で
」
を
「
、
第
百
七
十
七
条
及
び
前
条
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
不
同
意
わ
い
せ
つ
等
致
死
傷
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
、
第
百
七
十
八
条
第
一

項
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
第
百
七
十
八
条
第
二
項
」
を
削
る
。

第
百
八
十
三
条
を
削
り
、
第
百
八
十
二
条
を
第
百
八
十
三
条
と
し
、
第
百
八
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
十
六
歳
未
満
の
者
に
対
す
る
面
会
要
求
等
）

第
百
八
十
二
条

わ
い
せ
つ
の
目
的
で
、
十
六
歳
未
満
の
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
行
為
を
し
た
者
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（
当
該
十
六
歳
未
満
の
者
が
十
三
歳
以
上
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
生
ま
れ
た
日
よ
り
五
年
以
上
前
の
日
に

生
ま
れ
た
者
に
限
る
。
）
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

威
迫
し
、
偽
計
を
用
い
又
は
誘
惑
し
て
面
会
を
要
求
す
る
こ
と
。

二

拒
ま
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
反
復
し
て
面
会
を
要
求
す
る
こ
と
。

三

金
銭
そ
の
他
の
利
益
を
供
与
し
、
又
は
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
約
束
を
し
て
面
会
を
要
求
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
罪
を
犯
し
、
よ
っ
て
わ
い
せ
つ
の
目
的
で
当
該
十
六
歳
未
満
の
者
と
面
会
を
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑

又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

３

十
六
歳
未
満
の
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
行
為
（
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
該
行

為
を
さ
せ
る
こ
と
が
わ
い
せ
つ
な
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
要
求
し
た
者
（
当
該
十
六
歳
未
満
の
者
が
十
三
歳
以

上
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
生
ま
れ
た
日
よ
り
五
年
以
上
前
の
日
に
生
ま
れ
た
者
に
限
る
。
）
は
、
一
年
以

下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

性
交
、
肛
門
性
交
又
は
口
腔
性
交
を
す
る
姿
態
を
と
っ
て
そ
の
映
像
を
送
信
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
膣
又
は
肛
門
に
身
体
の
一
部
（
陰
茎
を
除
く
。
）
又
は
物
を
挿
入
し
又
は
挿
入
さ
れ
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る
姿
態
、
性
的
な
部
位
（
性
器
若
し
く
は
肛
門
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
周
辺
部
、
臀
部
又
は
胸
部
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

で

ん

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
触
り
又
は
触
ら
れ
る
姿
態
、
性
的
な
部
位
を
露
出
し
た
姿
態
そ
の
他
の
姿
態
を
と
っ
て
そ
の
映

像
を
送
信
す
る
こ
と
。

第
二
百
四
十
一
条
の
見
出
し
中
「
強
盗
・
強
制
性
交
等
」
を
「
強
盗
・
不
同
意
性
交
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
強

制
性
交
等
の
罪
（
第
百
七
十
九
条
第
二
項
の
罪
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
第
百
七
十
七
条
の
罪
」

に
、
「
又
は
強
制
性
交
等
」
を
「
又
は
同
条
」
に
改
め
る
。

（
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
五
十
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
罪
に
つ
い
て
の
時
効
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
完
成
す
る
。

一

刑
法
第
百
八
十
一
条
の
罪
（
人
を
負
傷
さ
せ
た
と
き
に
限
る
。
）
若
し
く
は
同
法
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
罪
又

は
盗
犯
等
の
防
止
及
び
処
分
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
年
法
律
第
九
号
）
第
四
条
の
罪
（
同
項
の
罪
に
係
る
部
分
に
限
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る
。
）

二
十
年

二

刑
法
第
百
七
十
七
条
、
第
百
七
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
百
七
十
九
条
第
二
項
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪

十
五
年

三

刑
法
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未

遂
罪
又
は
児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
（
自
己
を
相
手
方
と
し
て
淫
行
を
さ
せ
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

十
二
年

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
罪
に
つ
い
て
、
そ
の
被
害
者
が
犯
罪
行
為
が
終
わ
つ
た
時
に
十

八
歳
未
満
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
時
効
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
に
当
該
犯
罪
行
為
が
終
わ
つ
た
時
か
ら
当
該
被
害

者
が
十
八
歳
に
達
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
加
算
し
た
期
間
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
完
成
す
る
。

第
三
条

刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
五
十
七
条
の
六
第
一
項
第
一
号
中
「
か
ら
第
百
七
十
九
条
ま
で
若
し
く
は
第
百
八
十
一
条
」
を
「
、
第
百
七
十
七

条
、
第
百
七
十
九
条
、
第
百
八
十
一
条
若
し
く
は
第
百
八
十
二
条
」
に
改
め
、
「
第
二
百
二
十
七
条
第
一
項
（
」
の
下
に

「
同
法
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
」
に
改
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め
る
。

第
二
百
五
十
条
第
三
項
第
二
号
中
「
、
第
百
七
十
八
条
第
二
項
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
、
第
百
七
十
八
条
第
一

項
」
を
削
る
。

第
二
百
九
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
か
ら
第
百
七
十
九
条
ま
で
若
し
く
は
第
百
八
十
一
条
」
を
「
、
第
百
七
十
七

条
、
第
百
七
十
九
条
、
第
百
八
十
一
条
若
し
く
は
第
百
八
十
二
条
」
に
改
め
、
「
第
二
百
二
十
七
条
第
一
項
（
」
の
下
に

「
同
法
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
」
に
改

め
る
。

第
三
百
十
六
条
の
三
十
三
第
一
項
第
二
号
中
「
か
ら
第
百
七
十
九
条
ま
で
」
を
「
、
第
百
七
十
七
条
、
第
百
七
十
九
条
」

に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
一
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
百
二
十
一
条
の
三

第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
供
述
及
び
そ
の
状
況
を
録
音
及
び
録
画
を
同
時
に
行
う
方
法
に
よ
り
記
録

し
た
記
録
媒
体
（
そ
の
供
述
が
さ
れ
た
聴
取
の
開
始
か
ら
終
了
に
至
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
供
述
及
び
そ
の
状
況
を
記
録

し
た
も
の
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
供
述
が
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
が
特
に
採
ら
れ
た
情
況
の
下
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
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認
め
る
場
合
で
あ
つ
て
、
聴
取
に
至
る
ま
で
の
情
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
第
三
百
二
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
そ
の
記
録
媒
体

を
取
り
調
べ
た
後
、
訴
訟
関
係
人
に
対
し
、
そ
の
供
述
者
を
証
人
と
し
て
尋
問
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
者

イ

刑
法
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
、
第
百
七
十
九
条
、
第
百
八
十
一
条
若
し
く
は
第
百
八
十
二
条
の
罪
、
同

法
第
二
百
二
十
五
条
若
し
く
は
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
罪
（
わ
い
せ
つ
又
は
結
婚
の
目
的
に
係
る
部
分
に

限
る
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
同
法
第
二
百
二
十
七
条
第
一
項
（
同
法
第
二
百
二
十
五
条
又
は
第
二
百

二
十
六
条
の
二
第
三
項
の
罪
を
犯
し
た
者
を
幇
助
す
る
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
三
項
（
わ
い
せ

つ
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
罪
又
は
こ

れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
の
被
害
者

ロ

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第
二
項

の
罪
又
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
四

条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
の
被
害
者
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ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
犯
罪
の
性
質
、
供
述
者
の
年
齢
、
心
身
の
状
態
、
被
告
人
と
の
関
係
そ
の
他
の

事
情
に
よ
り
、
更
に
公
判
準
備
又
は
公
判
期
日
に
お
い
て
供
述
す
る
と
き
は
精
神
の
平
穏
を
著
し
く
害
さ
れ
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

二

次
に
掲
げ
る
措
置

イ

供
述
者
の
年
齢
、
心
身
の
状
態
そ
の
他
の
特
性
に
応
じ
、
供
述
者
の
不
安
又
は
緊
張
を
緩
和
す
る
こ
と
そ
の
他
の

供
述
者
が
十
分
な
供
述
を
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

ロ

供
述
者
の
年
齢
、
心
身
の
状
態
そ
の
他
の
特
性
に
応
じ
、
誘
導
を
で
き
る
限
り
避
け
る
こ
と
そ
の
他
の
供
述
の
内

容
に
不
当
な
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

前
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
調
べ
ら
れ
た
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
供
述
者
の
供
述
は
、
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
前
段

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
被
告
事
件
の
公
判
期
日
に
お
い
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
百
二
十
三
条
中
「
前
三
条
」
を
「
第
三
百
二
十
一
条
か
ら
前
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
外
特
に
」
を

「
ほ
か
特
に
」
に
改
め
る
。

附

則
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（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
三
条
中
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
二
十
一
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
第
三
百
二
十
三
条
の
改
正

規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
日

三

附
則
第
十
九
条
の
規
定

刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第

号
）
附
則
第
一
条
第

四
号
に
定
め
る
日

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
以

下
「
旧
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
八
条
ま
で
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
の
被
害
者
は
、
第
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三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
刑
事
訴
訟
法
（
以
下
「
新
刑
事
訴
訟
法
」
と
い
う
。
）
第
百
五
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
み
な
す
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧
刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
八

条
ま
で
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
に
係
る
事
件
は
、
新
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
九
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
件
と
み
な
す
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧
刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
八

条
ま
で
の
罪
は
、
新
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
十
六
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る

罪
と
み
な
す
。

第
三
条

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
刑
法

施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
刑
法
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七

条
及
び
第
百
八
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
百
七
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
八
十
二
条
中
「
拘
禁
刑
」
と

あ
る
の
は
「
懲
役
」
と
、
同
法
第
百
七
十
七
条
第
一
項
中
「
有
期
拘
禁
刑
」
と
あ
る
の
は
「
有
期
懲
役
」
と
す
る
。
刑
法
施

行
日
以
後
に
お
け
る
刑
法
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
同
法
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
及
び
第
百
八
十
二
条
の
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規
定
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
次
条
第
二
項
及
び
附
則
第
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
刑
事
訴
訟
法

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
第
二
条
改
正
後
刑
事
訴
訟
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
五
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
七
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
従
前
の
例
に
よ
る
平
成
二
十
九
年
改
正
前
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
百
七
十
八
条
の
二
の
罪
又
は
そ
の
未
遂
罪
は
、
第
二
条

改
正
後
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
五
十
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
罪
と
み
な
し
、
従
前
の
例
に
よ
る
平
成
二
十
九
年
改
正
前
刑

法
第
百
八
十
一
条
第
三
項
（
人
を
負
傷
さ
せ
た
と
き
に
限
る
。
）
の
罪
又
は
従
前
の
例
に
よ
る
平
成
二
十
九
年
改
正
前
刑
法

第
二
百
四
十
一
条
前
段
の
罪
若
し
く
は
そ
の
未
遂
罪
は
、
第
二
条
改
正
後
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
五
十
条
第
三
項
第
一
号
に
掲

げ
る
罪
と
み
な
す
。

２

新
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
五
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
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な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧
刑
法
第
百
七
十
六
条
若
し
く
は
第
百
七
十
八
条
第
一
項
の
罪
又
は

こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
は
、
新
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
五
十
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
罪
と
み
な
し
、
附
則
第
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧
刑
法
第
百
七
十
七
条
若
し
く
は
第
百
七
十
八
条
第

二
項
の
罪
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
又
は
従
前
の
例
に
よ
る
平
成
二
十
九
年
改
正
前
刑
法
第
百
七
十
八
条
の
二
の
罪

若
し
く
は
そ
の
未
遂
罪
は
、
新
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
五
十
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
罪
と
み
な
し
、
従
前
の
例
に
よ
る
平

成
二
十
九
年
改
正
前
刑
法
第
百
八
十
一
条
第
三
項
（
人
を
負
傷
さ
せ
た
と
き
に
限
る
。
）
の
罪
又
は
従
前
の
例
に
よ
る
平
成

二
十
九
年
改
正
前
刑
法
第
二
百
四
十
一
条
前
段
の
罪
若
し
く
は
そ
の
未
遂
罪
は
、
新
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
五
十
条
第
三
項
第

一
号
に
掲
げ
る
罪
と
み
な
す
。

３

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧
刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら

第
百
七
十
八
条
ま
で
の
罪
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
又
は
従
前
の
例
に
よ
る
平
成
二
十
九
年
改
正
前
刑
法
第
百
七
十

八
条
の
二
の
罪
若
し
く
は
そ
の
未
遂
罪
、
従
前
の
例
に
よ
る
平
成
二
十
九
年
改
正
前
刑
法
第
百
八
十
一
条
第
三
項
の
罪
若
し

く
は
従
前
の
例
に
よ
る
平
成
二
十
九
年
改
正
前
刑
法
第
二
百
四
十
一
条
の
罪
若
し
く
は
そ
の
未
遂
罪
の
被
害
者
は
、
新
刑
事

訴
訟
法
第
三
百
二
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
者
と
み
な
す
。
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（
公
訴
時
効
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

第
二
条
改
正
後
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
五
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
既
に
そ

の
公
訴
の
時
効
が
完
成
し
て
い
る
罪
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

第
二
条
改
正
後
刑
事
訴
訟
法
（
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
新
刑
事
訴
訟
法
）
第
二
百
五
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定

は
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
そ
の
公
訴
の
時
効
が
完
成
し
て
い
な
い
罪
に
つ
い
て
も
、
適
用
す
る
。

（
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
中
「
第
百
八
十
二
条
」
を
「
第
百
八
十
三
条
」
に
改
め
る
。

（
旅
館
業
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
号
中
「
又
は
第
百
八
十
二
条
」
を
「
、
第
百
八
十
二
条
又
は
第
百
八
十
三
条
」
に
改
め
る
。
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（
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
八
条

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
第
二
号
カ
中
「
か
ら
第
百
七
十
八
条
ま
で
（
強
制
わ
い
せ
つ
、
強
制
性
交
等
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
及
び
準
強
制

性
交
等
）
」
を
「
（
不
同
意
わ
い
せ
つ
）
又
は
第
百
七
十
七
条
（
不
同
意
性
交
等
）
」
に
改
め
る
。

（
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
条

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧
刑
法
第
百
七
十
六
条

か
ら
第
百
七
十
八
条
ま
で
の
罪
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関

す
る
法
律
第
六
条
の
二
、
別
表
第
三
及
び
別
表
第
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
別
表
第
三
第
二
号
カ
に
掲
げ
る
罪

と
み
な
す
。

（
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
条

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法

律
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
か
ら
第
百
七
十
九
条
ま
で
（
強
制
わ
い
せ
つ
、
強
制
性
交
等
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
及

び
準
強
制
性
交
等
、
」
を
「
（
不
同
意
わ
い
せ
つ
）
、
第
百
七
十
七
条
（
不
同
意
性
交
等
）
又
は
第
百
七
十
九
条
（
」
に
改

め
る
。

（
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経

過
措
置
）

第
十
一
条

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧
刑
法
第
百
七
十
六

条
か
ら
第
百
七
十
八
条
ま
で
の
罪
は
、
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
第
二
十
四
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
罪
と
み
な
す
。

２

施
行
日
か
ら
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の

間
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
罪
は
、
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
十

二
条
」
と
あ
る
の
は
「
罪
は
、
前
条
」
と
、
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
す
る
。

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）
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第
十
二
条

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年

法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
号
中
「
こ
の
法
律
」
の
下
に
「
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
八
十
二
条
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
第
三
項
第
一
号
中
「
こ
の
法
律
」
の
下
に
「
、
刑
法
第
百
八
十
二
条
」
を
加
え
る
。

（
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律

第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
か
ら
第
百
八
十
条
ま
で
」
を
「
、
第
百
七
十
七
条
、
第
百
七
十
九
条
又
は
第
百
八
十
条
」
に

改
め
る
。

（
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
十
四
条

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧
刑
法
第
百
七
十
六

条
か
ら
第
百
七
十
八
条
ま
で
又
は
旧
刑
法
第
百
八
十
条
（
旧
刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
八
条
ま
で
に
係
る
も
の
に
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限
る
。
）
に
規
定
す
る
行
為
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の

医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
と
み
な
す
。

（
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
百
七
十
七
条
」
を
「
第
百
七
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
児
童
買
春
、

児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
刑
法
第
百
八
十
二
条
の
罪
又

は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

（
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
六
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三

項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
同
号
に
規
定
す
る
刑
法
第
百
八
十
二

条
の
罪
に
当
た
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）
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第
十
七
条

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
う
ち
、
刑
法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
、
第
百
六
十
六
条
第
一
項
、
第
百
六
十
七
条
第
一
項
、
第
百
六
十
八
条
の

二
第
一
項
、
第
百
六
十
八
条
の
三
、
第
百
六
十
九
条
、
第
百
七
十
二
条
、
第
百
七
十
四
条
、
第
百
七
十
五
条
第
一
項
及
び
第

百
七
十
六
条
の
改
正
規
定
中
「
、
第
百
七
十
五
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
六
条
」
を
「
及
び
第
百
七
十
五
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
法
第
百
七
十
七
条
の
改
正
規
定
を
削
り
、
同
法
第
百
八
十
一
条
、
第
百
八
十
二
条
、
第
百
八
十
四
条
、
第
百
八
十
六

条
並
び
に
第
百
八
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
中
「
第
百
八
十
二
条
」
を
「
第
百
八
十
三
条
」
に
改
め
る
。

（
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
う
ち
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
一
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
百
一
条
の
二
及
び
同
法
第
二
百

七
十
一
条
の
次
に
七
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
百
七
十
一
条
の
二
中
「
か
ら
第
百
七
十
九
条
ま
で
若
し
く
は
第
百

八
十
一
条
」
を
「
、
第
百
七
十
七
条
、
第
百
七
十
九
条
、
第
百
八
十
一
条
若
し
く
は
第
百
八
十
二
条
」
に
改
め
る
。

（
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
九
条

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧
刑
法
第
百
七
十
六
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条
か
ら
第
百
七
十
八
条
ま
で
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
に
係
る
事
件
は
、
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
刑
事
訴
訟
法
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
刑
事
訴
訟
法
」
と
い

う
。
）
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
百
七
条
の
二
、
第
二
百
七
条
の
三
第
一
項
（
第
一
号
イ
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
並
び
に
第
四
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
改
正
後
の
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
一
条
の
二
第
一

項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
件
と
み
な
し
、
改
正
後
の
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
二
百
七
十
一
条
の
五

第
一
項
（
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
七
十
一
条
の
六
、
第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
及
び
第
四
項
、

第
二
百
九
十
九
条
の
四
第
二
項
、
第
四
項
、
第
七
項
及
び
第
九
項
、
第
二
百
九
十
九
条
の
五
第
二
項
（
第
二
号
イ
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
三
百
十
二
条
の
二
第
一
項
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
改
正
後
の
刑
事
訴
訟

法
第
二
百
七
十
一
条
の
六
第
五
項
及
び
第
二
百
七
十
一
条
の
八
第
一
項
並
び
に
改
正
後
の
刑
事
訴
訟
法
第
四
百
六
十
八
条
第

四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
改
正
後
の
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
件
と
み
な

す
。

２

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧
刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら

第
百
七
十
八
条
ま
で
の
罪
又
は
こ
れ
ら
の
罪
の
未
遂
罪
に
係
る
事
件
は
、
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
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二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関

す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
七

十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
件
と
み
な
す
。

３

民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
前

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
と
す
る
。
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理

由

近
年
に
お
け
る
性
犯
罪
を
め
ぐ
る
状
況
に
鑑
み
、
こ
の
種
の
犯
罪
に
適
切
に
対
処
す
る
た
め
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
及
び
準
強

制
わ
い
せ
つ
罪
並
び
に
強
制
性
交
等
罪
及
び
準
強
制
性
交
等
罪
を
そ
れ
ぞ
れ
統
合
し
、
そ
れ
ら
の
構
成
要
件
を
改
め
て
不
同
意

わ
い
せ
つ
罪
及
び
不
同
意
性
交
等
罪
と
す
る
と
と
も
に
、
十
三
歳
以
上
十
六
歳
未
満
の
者
に
わ
い
せ
つ
な
行
為
又
は
性
交
等
を

し
た
当
該
者
よ
り
五
歳
以
上
年
長
の
者
に
対
す
る
不
同
意
わ
い
せ
つ
罪
又
は
不
同
意
性
交
等
罪
と
し
て
の
処
罰
を
可
能
と
す
る

等
の
処
罰
規
定
の
整
備
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
、
性
犯
罪
に
つ
い
て
公
訴
時
効
の
期
間
を
延
長
す
る
等
の
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
の

整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


